
広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
号
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同

法
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

事

業

者

の 

名

称 

主
た
る
事
務
所 

の

所

在

地 

事

業

所

の 

名

称 

事

業

所

の 

所

在

地 

指
定
年
月
日

オ
ノ
ミ
チ
メ
デ
ィ

シ
ン
有
限
会
社 

尾
道
市
高
須
町
一
二
八

八
番
地
七 

い
な
ほ
薬
局 

尾
道
市
古
浜
町
一
四
七

七
番
地
一
〇 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

有
限
会
社
ト
ッ
ツ 

尾
道
市
平
原
三
丁
目
一

番
一
五
号 

小
規
模
多
機
能

ホ
ー
ム
ふ
ぁ
み

り
ぃ
向
東 

尾
道
市
向
東
町
一
三
四

六
番
地
一 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

有
限
会
社
ト
ッ
ツ 

尾
道
市
平
原
三
丁
目
一

番
一
五
号 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
ふ
ぁ
み

り
ぃ
向
東 

尾
道
市
向
東
町
一
三
四

六
番
地
一 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

株
式
会
社
こ
こ
ろ 

福
山
市
今
津
町
四
丁
目

一
番
二
九
号 

こ
こ
ろ
居
宅
介
護

支
援
事
業
所 

府
中
市
中
須
町
寺
迫
二

三
七
番
二
号 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
総

領
福
祉
会 

庄
原
市
総
領
町
四
七
六

番
地 

小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
事
業
所

ゆ
う
し
ゃ
い
ん
塩

町 

三
次
市
塩
町
二
一
一
二

番
地
四 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

三
次
農
業
協
同
組

合 

三
次
市
十
日
市
東
三
丁

目
一
番
一
号 

Ｊ
Ａ
三
次
特
定
福

祉
用
具
販
売
事
業

所 

三
次
市
小
文
町
四
三
九

番
地
二 

平
成
二
二
年
四

月
一
日 

社
会
福
祉
法
人
安

芸
高
田
市
社
会
福

祉
協
議
会 

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高

田
原
一
四
九
〇
番
地
一

安
芸
高
田
市
社
会

福
祉
協
議
会
福
祉

用
具
貸
与
事
業
所

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高

田
原
一
四
九
〇
番
地
一 

平
成
二
二
年
三

月
一
七
日 

 


